
10月1日以降

インボイス制度運用に必要な入力について

(自計化対応をして頂いている方)



弥生会計の入力について(適格請求書の場合)

・請求書がインボイス(適格請求書)の場合

［請求書区分］で「適格」を選択します。［仕入税額控除］は「100%」が設定
されます。［補助科目］で取引先を登録している場合、補助科目に設定されて
いる［請求書区分］が初期値で表示されます。



弥生会計の入力について(適格請求書ではない場合)

・受け取った請求書が適格請求書ではない場合

［請求書区分］で「区分記載」を選択します。［仕入税額控除］は取引の日付や
 金額に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。
［補助科目］で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている
［請求書区分］が初期値で表示されます。



弥生会計の入力について(取引先ごとの請求書区分設定)

取引先が適格請求書発行事業者か、そうではないかで、必要に応じて取引先ごと
の請求書区分（適格請求書、区分記載請求書）を設定します。設定を行うことで、
仕訳入力時に補助科目（取引先）に設定されている請求書区分を、初期値として
表示することが可能です。



弥生会計の入力について(少額特例の適用対象に該当)

［設定］メニューの［消費税設定］の［消
費税設定］、またはクイックナビゲータの
［導入］カテゴリの［消費税設定］をク
リックします。
［経過措置設定］の［インボイス少額特例
の適用対象に該当する］にチェックを付け
ます。

インボイス少額特例を設定すると、帳簿や
伝票から入力した仕入れ等の取引について
1行に入力した金額が税込1万円未満の場合
は「インボイス少額特例適用」と判断され、
請求書区分が「区分記載」のとき、仕入税
額控除は「100％」が表示されます。
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